
 
 
 
 

 

国民経済計算体系的整備部会の審議状況について 

（報告） 

～第 16回国民経済計算体系的整備部会資料～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年６月 27 日 

統計委員会担当室 

資料６－２ 





第 16回 国民経済計算体系的整備部会 議事次第 

日 時  令和元年６月 14 日（金）９:30～12:00 

場 所  総務省第二庁舎 ６階 特別会議室 

議 事 

（１） 国民経済計算の改定状況の検証及び一次統計の活用方法の改善余

地等に関する検討

（２） 生産面及び分配面の四半期別ＧＤＰ速報等の検討状況について

（３） ＱＥの推計精度の確保・向上に関する課題への対応

（４） その他

配布資料 

資料１－１ 経済産業省生産動態統計と工業統計について（ＳＮＡ

の推計値の差の上位品目について） 

資料１－２ ＳＮＡ年次推計における「電気照明器具」及び「民生

用エアコンディショナ」について 

資料１－３ サービス用機器（パチンコ・スロットマシーン）に関

する年次推計の検討

資料１－４ ＳＮＡ第一次年次推計から第二次年次推計への改定

幅縮小に向けた検討～食料品関係品目及び鋼船～ 

資料２ 生産側・分配側ＱＮＡの今後の進め方について 

資料２の参考１ 家計可処分所得・家計貯蓄率の四半期速報及び生産

側・分配側ＱＮＡについて（第 15 回国民経済計算体

系的整備部会 資料２の抜粋） 

資料３ ＱＥの推計精度の確保・向上に向けて 

資料３の参考１ ＱＥの推計精度の確保・向上に関する課題への対応に

ついて（第 10 回国民経済計算体系的整備部会 資料

２） 

資料４ 法人企業統計調査の欠測値補完等について 

資料５ 国際収支統計について 

資料６  ６月からの「毎月勤労統計」における変更に伴う賃金

データの接続方法 
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ＳＮＡ年次推計における「電気照明器具」及び「民生用エアコンディショナ」について 

令和元年 6月 14日 

国民経済計算部  

１．電気照明器具 

前回部会にて、「国民経済計算(SNA)」における電気照明器具の内訳である「白熱電灯器

具（白熱）」の伸び率に差異が出るのは、第二次年次推計で用いている工業統計では白熱に

ＬＥＤが入っているが、第一次年次推計で用いている「生産動態統計（生動）」の同品目で

は入っていないことが影響しているのではないかとの指摘があった。 

このため、改めて電気照明器具の推計について検討を行った。 

・ 「工業統計(工業)」においては、LEDが各分類（特に「白熱電灯器具(白熱)」と「その

他の電気照明器具」）に含まれているものと考えられるが、生動においては 2013年以前

はそもそも LED が把握されておらず、電気照明器具全体として見た場合には過少とな

る。

・ 生動では、2014年以降、LEDのみを把握する品目を新設している。そこで、生動の白

熱に、生動の LEDを加えて電気照明器具の推計を行うことが考えられるが、これらに工

業を組み合わせると、工業の各分類（特に「その他の電気照明器具」）には既に LED が

含まれることから、逆に電気照明器具全体として見た場合には過大となる。 

上記を踏まえると、現段階では引き続き工業を使用することが適当と考えられる。他方

で、これを前提に次期基準改定に向けて改定差の縮小を目指し、生動を用いている第一次

年次推計の推計手法を工夫する。  

２．民生用エアコンディショナ 

従前の議論を踏まえ、第一次年次推計で用いられている生動のうち、業務用と考えられ

る 7.1kw超(23畳超、200V)を除いた系列と、概念上、民生用を対象としている工業（２次

年次推計で使用）の動きを比較したが、改善はみられなかった。 

このため、改めて民生用エアコンディショナの推計について検討を行った。 

・ セパレート型について、生動は出力規模別の品目分類であり、用途とは対応していな

い。 

・ 但し、小規模の出力の品目は大部分が民生用と考えられる。

資料１－２
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 以上を踏まえると、第二次年次推計に用いている工業の計数を前提として、第一次年次

推計における生動の利用法の改善を図ることが適当と考えられる。このため、電気照明器

具と同様に次期基準改定に向けて推計手法の工夫を図る。 

３．インプリケーション 

・異なる基礎統計間における分類の違いに対し、推計上の工夫で対処することには一定の

限界がある。 

・ＳＮＡの観点からは、基礎統計においてもできるだけ包括性、排他性を有する分類、需

要別配分先の特定が容易な分類（あるいは需要別配分先により即した分類）が適用される

ことが望ましい。 

・今後移行していくＳＵＴ体系では、このような視点（生産物分類の整備・適用）がより

重要になっていくものと考えられる。 

（以上） 
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資料１－３ 

サービス用機器（パチンコ・スロットマシーン）に関する年次推計の検討

令 和 元 年 ６ 月 １ ４ 日 

内閣府経済社会総合研究所 

１．経緯 

 これまで「公的統計の整備に関する基本的な計画」（第Ⅲ期）に基づき、第一次年次推計

から第二次年次推計の改定に係る影響について議論してきたところであるが、先月 16日に

開催された産業統計部会における宮川部会長の御発言を踏まえ、内閣府にてパチンコ・ス

ロットマシーンに関する年次推計の検討を行った。

２．推計方法 

 部会長から、資本蓄積式（Ｋt＝（１－δ）Ｋ-1＋Ｉt）を応用する旨の御示唆をいただき、

直近５年について試算を行った。 

（１）基準年のパチンコ・スロットの一台当たり単価を公表資料から算出

・2015年を基準年として採用

・販売金額及び販売台数について、５社の事業年度を四半期情報で暦年換算をした後、 

・基準年の一台当たり単価（Ｐ2015）はそれぞれ

パチンコ（35万 7,589円） 

スロット（43万 9,708円）

（２）基準年以外は「ＣＧＰＩ」を用いて、価格を（Ｐt）を再現

（３）警察庁の遊技機等設置数(Ｈt)に(２)の単価を乗じ、資産額(Ｋt＝Ｈt×Ｐt)を推計

・なお、基準年(2015年)でみた資産額（Ｋ2015）は、

パチンコ（１兆  436億円）

スロット（  7,306億円） 

合計  （１兆 7,742億円） 

（４）資産額（Ｋt）の前期・当期差とフローの投資である「工業統計」（Ｉt）から、減耗

額（Ｄt）及び減耗率（δt）を算出

・減耗率（δt）については、2015年以前は 60%台だが、2016年に 40%台半ばに急低下

（５）減耗率（δt）と資産額（Ｋt,t-1）から、フローの推計値（の伸び率）（Ｉt）を計算

・基準年（δ2015,60%)を利用

・結果は、次の３．のとおり。
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３．評価 

（１）結果

赤線が今回の試算値であるが、黒線の工業統計とは動きが異なっている。 

（２）論点

既存の統計・データを組み合わせて推計を試みた結果、上記（１）となった原因を考え

ると、以下の論点が挙げられる。 

① 工業統計自体が「パチンコ、スロットマシーン」(272211)として両者を一本で扱っ

ているが、設置台数（ストック）で見ても、パチンコは減少している一方、スロッ

トは増加していることから、別々に扱うことが望ましいと考えられる。

② このため、両者を何らかのウェイトで分ける際に、フローの値を求めるにもかかわ

らず、その分割に必要な情報がストック（設置台数）しかない。

③ 同様に、価格情報も、ＣＧＰＩの「娯楽機器」は、パチンコ・スロットマシーンだ

けでなく、他の機器(272212,13,19)も含んでいるため、工業統計が内包している価

格情報と異なる（当然、５社の集計値とも異なる）。

④ また、サンプリングで単価を出す際に、出荷台数と販売金額の両方を公表している

メーカーは５社しかない上、その中でも販売台数を丸めて公表している社もある。 

⑤ なお、2012～16年を見ただけでも、パチンコ・スロットマシーン製造業は、規制に

よる業界全体への影響もみられるなど変動が激しく、安定的なパラメーターが得ら

れにくい産業と思われる。

（３）結論

 御示唆いただいた推計方法が理論的に妥当なものであることから、上記（２）①～④で

示した論点が大幅に改善されない限り、推計方法の工夫だけで、統計として適切な値を求

めることは困難であると考えられる。 
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資料２ 
 

生産側・分配側ＱＮＡの今後の進め方について 

 

令和元年６月 14 日 

国民経済計算部 

 

 

（生産側ＱＮＡ） 

 前回の国民経済計算体系的整備部会において示した課題のうち、まずは、

生産側ＱＮＡの課題である、「暦年値の四半期分割方法」「公表する産業別

付加価値推計の精度確保」「年次推計における不突合の影響」について、集

中的に検討を進め、年度内に部会に中間報告を行う。 

 生産側ＱＮＡの来年度以降の取組については、上記中間報告における部会

の議論を踏まえる。 

 

 

（分配側ＱＮＡ） 

 分配側ＱＮＡについては、推計に利用できる基礎統計が限られており、生

産側ＱＮＡに比べ、推計精度に大きな課題が残されている。そのため、まず

今年度は推計項目ごとに、利用可能な基礎統計の検証・見直しなど、年次推

計との整合性という観点から課題の洗い出しに着手する。また、可能であ

れば生産側ＱＮＡとの整合性を考慮し、「雇用者報酬」「固定資本減耗」を産

業別に推計することが可能か、基礎統計の有無など推計方法の論点整理を

行う。 

 

 

（情報提供） 

 部会への報告内容については、検討内容の詳細を季刊国民経済計算に掲載

するなど、民間エコノミスト等の統計ユーザーや研究者にも分かりやすく

情報提供していく。 

 

 

（以 上） 
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資料３ 

ＱＥの推計精度の確保・向上に向けて 

令和元年６月 14 日 

国民経済計算部 

１．ＱＥの推計精度の確保・向上に向けた課題と検討の方向性 

昨年３月 22 日に公表した「ＱＥの推計精度の確保・向上に関する課題への

対応について」（ＱＥ工程表）に沿って、以下の課題の検討に取組む。なお、以

下に掲げる課題は、昨年取組んだ共通推計項目の拡充等に比べ、実装に向けた

難易度が高いことから、まずは基本的な課題を整理した上で、対応可能なもの

から順次導入することを目指すこととする。 

（１）ＱＥ工程表への対応

①公的固定資本形成に関する代替的推計方法の検討

第Ⅲ期公的統計基本計画において、公的固定資本形成について、「建設総

合統計」と国・地方等の決算書の比較検証を踏まえ、改善策を検討すること

とされている。この取組と並行して、代替的な推計方法の検討を行う。 

⇒ 代替的な推計手法の検討を進める（今年度中～来年度半ば）

②ＱＥから年次推計への段階的接近の検討

現行推計においても、２次ＱＥから第一次年次推計に至るまでの間に、

追加的な基礎統計を取り込んで順次計数を改定していくことで、常に最新

の計数を得るように設計されている。年次推計における改定幅を更に縮小

させるため、年次推計を待たずに反映可能な基礎統計や推計方法について

検討を行う。 

⇒ 推計の詳細化、年次推計化した際の断層の影響等について課題を整理す

る（今年度中）。

⇒ 上記論点整理を踏まえ、具体的な対応可能性について検討を行う（来年

度以降）。

③基礎統計のデータ補正方法の検討

     ＱＥで使用する基礎統計は、年次推計の基礎統計に比してカバレッジ 

 が小さいなどの理由により、年次推計の基礎統計に対して一定の傾向を有 

 している場合があり得る。このような場合、ＱＥ段階において、基礎統計

 のレベルで適切な補正を施すことにより、年次推計への改定幅を縮小させ

 ることができる可能性がある。家計消費や総固定資本形成などの主要な推
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  計項目について、基礎統計のクセを検証し、諸外国の取組も参考にしなが

  ら、補正方法の検討を行う。

⇒ 諸外国等における取組を調査する（今年度中）。
⇒ 我が国の統計環境への適用可能性や適用による改定幅の改善可能性につ

いて検討する（来年度以降）。

上記検討事項に加え、2018 年度から検討を行っている項目について、改め

て精査し、改善の余地があるかどうか検討する（今年度中～来年度半ば） 

（２）その他基本計画における関連事項

①法人企業統計調査の一部早期化の検討

第Ⅲ期公的統計基本計画において、１次ＱＥ段階から法人企業統計調査

を利用できるよう、今年度より試験調査が開始される。試験調査のデータ

の蓄積をみて、試験調査結果を反映したＱＥ推計手法の検討を開始する。 

２．今後の進め方 

上記課題について検討を進め、可能なものについて、今年度内に国民経済計

算体系的整備部会に検討状況の中間報告を行う。部会への報告を踏まえ、引き

続き検討を進め、翌年度中の部会において、実装について結論を得る。 

（以 上） 
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QE の推計精度の確保・向上に関する課題への対応について 

平成 3 0 年 3 月 2 2 日 

内閣府経済社会総合研究所 

（推計精度の確保・向上の取組） 

 四半期別速報推計（QE）については、「第Ⅲ期公的統計基本計画」（平成 30年

3月）において、基礎統計の改善も踏まえつつ、需要側推計値と供給側推計値の

統合比率を見直すなど、推計精度の確保・向上に不断に取り組むとされている。 

本課題に関しては、2017 年末に統合比率の見直しを行ったが、統計改革の進

展等に伴い基礎統計の見直しが進む中、QE の作成環境は現在の推計方法の枠組

みが検討された十数年前とは大きく変化している。このため、統計委員会の審議

を受け、今後下記の様な観点から、QE の精度向上に向けた包括的な見直しの検

討を進めることとする。具体的な検討事項については、別添の工程表に掲げる。 

 QEと年次推計の推計方法（コモディティー・フロー法）の親和性を高めてい

くことが QE から年次推計への改定幅の縮小などの推計精度の向上につなが

ると考えられることから、QE の推計方法をできるだけ年次推計に近づけて

いくシームレス化を図る。

 基礎統計の改善等の状況を勘案し、QEについては、基本的にできるだけ供給

側データを用いた共通推計項目の拡充を推し進めていく。QE と年次推計の

親和性向上という観点からもこのような方向性で推計方法を見直していく

ことは、計数の改定幅縮小につながると考えられる。

 短期的には、供給側情報の利用拡大などを進め、次期基準改定に向け、QEの

家計消費推計における大幅な共通推計項目化を目指す。さらに中長期的には、

基礎統計の状況を踏まえながら、QEにおける推計品目の細分化を進め、供給

側情報の一層の利用拡大を図るなどの取組を進めていくことを検討する（注）。 

 統合比率の係数の再推計については、原則基準改定の際に実施するが、当面は

基礎統計の拡充・改善や別紙２に掲げる各項目の検討及びその作業スケジュー

ルに沿って、次期基準改定までに柔軟な対応を行う。

（注）なお、現在でも、家計消費における電気料などごく一部の推計には、QE、年次推

計ともに同一の需要側情報を利用している。このように、供給側の情報だけでは十分

な精度の確保が見込まれない部分については、需要側の基礎統計の利用が残る可能性

がある。

（第10回国民経済計算体系的整備部会　資料２）

資料３の参考１
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（ユーザーへの新たな情報提供） 

なお、ユーザーのニーズを踏まえて、家計消費及び民間企業設備の２系列につ

いて、QE の推計の途中段階で作成される、需要側推計値、供給側推計値、及び

共通推計項目推計値の公表を 2018年度のできるだけ早期に開始する。 
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（別紙２） 

 

QEの推計精度の確保・向上に関する工程表の補足説明資料 

 

下記に掲げる各事項の検討に加え、それぞれの中で、基礎統計の拡充・整備に

関する新たな知見や論点が明らかとなった場合は、随時統計委員会へのフィー

ドバックを行う。 

 

１．2018年度から次期基準改定に向けた検討・実施事項 

(1) 推計品目の分割・詳細化の検討 

QE においては、推計精度を確保するため、一部の推計品目で 91 品目を分

割した詳細なレベルで推計を行っている（現在は合計約 130 品目）。当該詳

細化が未対応の推計品目のうち、家計消費や総固定資本形成におけるシェア

が大きいものについて、91品目を分割したより詳細なレベルでの推計が可能

かどうか、業界データ等の利用可能性も含め基礎統計の状況も勘案しながら、

検討する。【2018 年秋までに検討し、検証結果を踏まえ対応可能なものにつ

いては同年末より導入する。必要に応じ、引き続き 2019年度中に検討し、検

証結果を踏まえ次期基準改定に向けた対応の要否を検討する】 

(2) 基礎統計のシームレスな利用の検討 

QE の共通推計項目のうち年次推計と異なる基礎統計を使用している推計

品目について、双方において共通の基礎統計の利用を拡大する可能性につい

て検討する。【2018 年秋までに検討し、検証結果を踏まえ対応可能なものに

ついては同年末より導入する。必要に応じ、引き続き 2019年度中に検討し、

検証結果を踏まえ次期基準改定に向けた対応の要否を検討する】 

(3) 共通推計項目の拡充 

現在、QEの並行推計項目となっている推計品目について、基礎統計の状況

を踏まえ、年次推計との親和性を向上させるため、供給側の情報のみからの

推計が可能か 2018年秋までに検討し、検証結果を踏まえ、同年末より導入す

る （注）。 

(4) 国内家計最終消費支出における統合比率の再推計 

統合比率については、2017年末の年次推計の際に見直しを行い、新しい係

数を全期間にわたって適用したところである。しかしながら、(3)の取組に伴

い、並行推計項目の対象となる推計品目が減少するため、これに対応して統

合比率の係数を再推計し、検証結果を踏まえ、2018年末より適用する。 

（注）供給側の情報だけでは十分な精度の確保が見込まれない部分については、需要側

の基礎統計の利用が残る可能性がある。 
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(5)在庫変動の推計方法の精査 

原材料及び仕掛品の民間在庫変動については、一次 QE 段階では基礎統計

が利用可能でないことから ARIMAモデルによる仮置き値を用いている。一次

QE から二次 QE への改定幅を縮小するため、他の代替的な手法の可能性につ

いて改めて検討を行う。また、これらの在庫変動の推計に関する二次 QE で

の基礎統計の利用方法など在庫変動の推計方法全般を改めて精査し、改善の

余地があるかどうか検討する。【2018 年秋までに検討し、検証結果を踏まえ

対応可能なものについては 2018 年度中に導入する。必要に応じ、引き続き

2019年度中に検討し、検証結果を踏まえ次期基準改定に向けた対応の要否を

検討する】 

 

２．2019年度から次期基準改定に向けた検討事項 

(6) 公的固定資本形成に関する代替的推計方法の検討 

第Ⅲ期公的統計基本計画においては、公的固定資本形成について、「建設総

合統計」と国・地方等の決算書の比較検証を踏まえ、改善策を検討すること

とされているが、この取組と並行して、代替的な推計方法の検討を行う。具

体的には、QEにおいて、供給側の情報から推計した総固定資本形成を「法人

企業統計」及び「建設総合統計」（ただし、前者については二次 QE段階で初

めて利用可能）により分割することで、民間企業設備及び公的固定資本形成

を得る推計方法の利用可能性について検討を行う。【2019 年度中に検討を行

い、「建設総合統計」に関する検証結果も踏まえつつ、次期基準改定に向けた

対応の要否を検討する】 

(7) QEから年次推計への段階的接近の検討 

現行推計においても、二次 QEから第一次年次推計に至るまでの間に、追加

的な基礎統計を取り込んで順次計数を改定していくことで、常に最新の計数

を得るように設計されている。年次推計における改定幅を更に縮小させるた

め、年次推計を待たずに反映可能な基礎統計や推計方法について改めて検討

を行う。【2019 年度中に検討し、検証結果を踏まえ次期基準改定に向けた対

応の要否を検討する】 

(8) 基礎統計のデータ補正方法の検討 

QEで使用する基礎統計は、年次推計の基礎統計に比してカバレッジが小さ

いなどの理由により、年次推計の基礎統計に対して一定の傾向を有している

場合があり得る。このような場合、QE段階において、基礎統計のレベルで適

切な補正を施すことにより、年次推計への改定幅を縮小させることができる

可能性がある。家計消費や総固定資本形成などの主要な推計項目について、

基礎統計のクセを検証し、諸外国の取組も参考にしながら、補正方法の検討
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を行う。【2019 年度中に検討し、検証結果を踏まえ次期基準改定に向けた対

応の要否を検討する】 

 

３．2020年度以降～次々回基準改定までの検討課題 

(9) 推計品目の大幅な細分化によるコモディティー・フロー法の見直しの検討 

簡便な方法が採用されている QEのコモディティー・フロー法を、推計品目

の大幅な拡充を図ることで（細分化の一つの目安は 400 品目）、第一次年次

推計のそれに近づけることを検討する。検討は、基礎統計の利用可能性、推

計リソース、実推計における作業負荷、第二次年次推計への改定幅、など総

合的な観点から行う。なお、この見直しが実施されれば、基本的に全てが共

通推計項目化されることになる（ただし、民間企業設備の需要側の情報とし

ては「法人企業統計」を用いる）。【次期基準改定後速やかに検討を進め、検

証結果を踏まえできるだけ次々回基準改定を待たずに対応方針を決定する】 

(10) 品目別マージン推計の精緻化の検討 

「ビジネスサーベイ」（仮称）の導入や「企業向けサービス価格指数」にお

ける検討の状況を踏まえ、QEにおける品目別マージンの推計の精緻化につい

て検討する。【基礎統計の整備状況を踏まえ、次々回基準改定後速やかに検討

を進め、検証結果を踏まえできるだけ次々回基準改定を待たずに対応方針を

決定する】 

 

４．長期的な検討課題 

 上記以外にも、長期的な検討課題の一つとして、四半期供給・使用表（SUT）

の利用が考えられる。しかしながら、当該課題については、未確定の要素も多い

ことから、検討時期は明示せず、将来的な課題と位置付ける。 

(11) 四半期 SUTの利用可能性の検討 

供給・使用表は、限られた基礎統計の情報を統合し、SNA として整合した

計数を作成するための優れた枠組みである。産業連関表が SUT体系に移行し、

直接推計による年次 SUTが構築されれば、QEの推計においても、推計値のチ

ェックシステムとして、これをベンチマークとした四半期 SUTを導入するこ

とが考えられる。QEにおいては、利用可能な推計リソースや作業日数が限ら

れることから、SUT 導入による作業負担の増加と推計精度の向上の兼ね合い

を考慮しながら検討していくことが必要である。 
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